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『昼休みの電話当番』

休憩時間に関して、労働基準法は以下のように定めています。

労働基準法第３４条第１項

「使用者は、労働時間が６時間を超える場合においては少くとも４５分、

８時間を超える場合においては少くとも１時間の休憩時間を労働時間の

途中に与えなければならない。」

１日の所定労働時間が８時間だとすると４５分の休憩を労働時間の途

中に必ず与えなければなりません（ちなみに、所定労働時間８時間の場

合、１時間の休憩を与えないといけないと勘違いしている方が多いので

すが、８時間ちょうどの所定労働時間の場合は４５分で構いません。８

時間を超える労働時間の場合は１時間必要です）。つまり、お昼の休憩

時間すべてを電話番として待機していたのであれば、その時間以外に４

５分の休憩を労働時間内に与えなければ、労働基準法違反になります。

電話番を行った時間を労働時間として扱い、別途、残業代を支払ったと

しても、この労働基準法３４条違反が消えるわけではないことに注意が

必要です。

また、労働基準法第３４条第２項は以下のように定めています。

「前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業

場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労

働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働

者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りで

ない。」

原則として、休憩時間は一斉に与えなければなりません。一人だけ休

憩時間に仕事をして別の時間に休憩時間を与えることはできません。た

だし、例外があります。先ほどの第３４条第２項の後半に書かれている

ように、労働者の代表と会社との間で一斉休憩を除外する労使協定が締

結されていれば、休憩を一斉に与える必要がありません。また、労働基

準法施行規則第３１条において「運送業、販売・理容業、金融・保険・

広告業、映画・演劇業、郵便・信書便・電気・通信業、保健衛生業、旅

館・飲食・接客業、官公署の事業」これらの事業については、例外とし

て、一斉に休憩を与えなくて良いとしています。

一斉休憩の例外にあたる事業か、あるいは、労使協定があればこの点

については問題ないのですが、これらに該当しないのであれば、こちら

についても労働基準法違反となってしまいます。


